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メールでやりとりすることの難しさ

皆さんは、お友達やご家族の方とメールをして

いて、「ひょっとして、私が言いたかったこと、伝

わってないかも？」と思ったことはありませんか？

メールは、相手と文字だけでコミュニケーションす

ることが多いため、伝えたいことをうまく伝えられ

なかったり、相手に誤解を与えたりしてしまうこと

があります。特に、子どもの場合は大人よりも文章

表現の幅が狭いため、伝えたいことをうまく表現で

きないことは多いかもしれません。メールの内容に

よっては、言い争いやけんかになってしまうことも

十分考えられます。

このセミナーでお子さんは、たけし君と約束の時間に来なかったのぼる君との月の観察に関するやり

とりを「けんか・仲直りシミュレーター」で疑似体験します。子どもたちは、たけしくんの立場になり、

のぼる君から届いたメールに対して、あらかじめ用意された文章から返信する内容を選択することで、

のぼる君とメールでやりとりすることになります。けんかを疑似体験した後、シミュレーションで体験

したことを振り返りながら、けんかの原因を考えることで、メールでコミュニケーションするときに気

をつけなければいけないことについて学びます。

子どもにメールを使わせる前に話し合おう！

携帯電話を持った子どもが陥りがちなのがメール中毒。メール中毒は、メールが来ないと不安でしかたが

なく、どんなときでもメールのことが頭から離れない状態のことを指します。子どもがこのような状況に陥

ると、勉強に集中できなかったり、食事も適当に済ませたりと、日常生活のいたるところに悪影響を及ぼし

ます。これは携帯電話に限らず、コンピューターのメールでも同様です。もしお子さんがメールを使いたい

と言い出したら、まず親子でメールの使用に関するルールや危険性について話し合いましょう。具体的には、

メールして良い時間帯やメールを使ってはいけない場面、次のページで取り上げているような内容について

話し合うことをおすすめします。
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メールは手紙と同じように、送りたい相手のメールアドレスが分かれば、携帯電話からでもコン

ピューターからでも、気軽に送ることができます。誰でも自由にメールが送れることはとても便利なこ

とですが、その一方で望まないメールが一方的に送りつけられることがあるのも事実です。ここでは、

一方的に送りつけられるメールの例について紹介します。

●チェーンメール

さまざまな人々に転送されながら増殖していくことを目的とし

たメールを「チェーンメール」といいます。「チェーンメール」は、

いわば「不幸の手紙」や「幸福の手紙」の電子メール版のような

もので、他の人へ転送する必要はまったくありません。しかしな

がら、多くの子どもたちは言葉巧みな表現にだまされて、友だち

や知り合いについつい転送してしまいがちです。チェーンメール

は、多くの人に嫌がられている存在です。もし、お子さんのとこ

ろにチェーンメールが届いたことを知ったら、メールの内容はウソが多いことや、他の人に転送せずに

削除することを伝えましょう。

●迷惑メール

自分が望んでいない広告メールや勧誘メール、無意味なメール

のことを「迷惑メール」（スパムメール）といいます。迷惑メール

の多くは、興味のない広告や無意味な文字や記号が羅列されたも

のですが、中には犯罪に巻き込まれるようなものもあります。も

し、お子さんのところに迷惑メールが送られてきたら、受信する

メールを制限したり、迷惑メールフィルタを使ったり、メールア

ドレスを変更したりして、迷惑メールが届かないようにしましょ

う。そのようなことができない場合は、インターネットに詳しい人に相談しましょう。

●架空請求メール

不特定多数に送られる偽の請求メールのことを「架空請求メー

ル」といいます。架空請求メールは、悪意のある人や組織が、さ

まざまな人からお金をだまし取るために送ったものです。このよ

うなメールは、いかがわしいウェブサイトに会員登録する際に入

力したメールアドレスに対して送られるケースがほとんどですが、

そのような行動をとっていない大人や子どもにも架空請求メール

が届くことがあります。架空請求メールの内容は法律的には無効

であり、そのような内容を送ることは違法行為にあたります。もし、このようなメールがお子さんのと

ころに届いたら、内容を確認して問題なければ削除しましょう。もし、削除しても大丈夫かどうか不安

な場合は、警察や消費生活センターに相談しましょう。

こんなメールには気をつけよう！
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ケータイを持って街へ出かけよう！

・携帯電話におけるさまざまな利用シーンを「お使いシミュレーター」で疑似体験することを通じ

て、携帯電話の仕組みや機能、ルールやマナーを理解し、活用する力を養う。

携帯電話の仕組みや機能を学び、「お使いシミュレー

ター」で携帯電話の利用を疑似体験します。疑似体験

の過程で、携帯電話は日常生活のさまざまな場面で役

立つことや、携帯電話を使うにあたってはルールやマ

ナーを守らなければいけないことを学びます。

Session

1

ケータイを体験してみよう！

の ？何 で 学 ぶ

みなさんは携帯電話が登場したのがいつ頃か、覚えていますか？

携帯電話が世の中に登場したのは、1993年頃だといわれています。そして登場以来、「持ち歩け

る電話機」として、爆発的に普及しました。最近の携帯電話は、通話だけでなく、メールやネット

サーフィン、カメラやGPSなど、便利な機能がたくさんついています。高機能になった「ケータイ」

は、私たちの生活になくてはならない存在になりつつあります。

携帯電話を持つ人の年齢層は年々幅広くなっていますが、子どもをターゲットとした凶悪事件が相

次いで発生したことを機に、2005年頃から小学生に防犯目的で携帯電話を持たせるご家庭が増え始

めました。今後も、基本料金の低価格化や通信料の定額化が進むことで、小学生以下のお子さんに携

帯電話を持たせるご家庭は増えると考えられています。

携帯電話はとても便利なツールですが、利用にあたってはさまざなまルールやマナーを守らなけれ

ばなりません。それだけでなく、見知らぬ人からの着信やメールへの対処、携帯電話を管理すること

の重要性についても知る必要があります。

このセミナーで、子どもたちは携帯電話の利用を「お使いシミュレーター」で疑似体験することを

通じて、携帯電話の機能や使い方、利用にあたってのルールやマナーを学び、携帯電話を正しく活用

するための知識や心構えを身につけます。

※このセミナーは、小学生のお子さんにケータイを持たせることをお勧めするものではなく、お子さ

んが携帯電話を持ったときに安全に利用できるようにするための事前知識の習得を目指しています。

セミナーのねらい
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Session

1
このセッションの学習目標

ケータイを体験してみよう！

●携帯電話の基本的な機能について理解しよう。

●携帯電話の利用に関するルールやマナーを理解しよう。

ケータイに備わっているさまざまな機能

発売当初の携帯電話（ケータイ）は、家の固定電

話よりも大きく、通話機能しかありませんでした。

現在は手のひらに収まるくらいの大きさになっただ

けでなく、通話以外のさまざまな機能が盛り込まれ

ています。

ケータイは、音声やデータを全国各地にある基地

局と電波でやりとりすることで、遠く離れたところ

にいる相手と通話やメールによるコミュニケーショ

ンを可能にしています。通話やメール以外にも、

データ通信機能を利用してネットサーフィンやテレビ電話などを楽しむこともできます。

2007年4月から、ケータイにGPS機能を搭載することが法律で義務づけられます。GPSは、カー

ナビなどで利用されている全地球測位システムのことで、自分の居場所を調べたり、地図サービスと

連携して現在地から目的地までのルートを調べることができます。特に、子ども向けケータイの場合

は、保護者のみなさんが子どもの居場所をウェブサイトで確認できるようになります。その他にも、

ワンセグという地上デジタル放送を受信する機能や音楽データの再生機能、防犯ブザー機能など、私

たちの生活をより豊かにする機能がたくさん組み込まれています。

大人にとっても子どもにとっても魅力的な機能が満載のケータイですが、このセッションで注目す

る機能はカメラと無線 IC チップです。カメラ機能を使えば、写真や動画を撮ることができます。撮影

した写真や動画のデータはケータイに保存され、必要に応じて他の人にメールで送ったり、ブログや

掲示板などにアップロードして公開することができます。

雑誌やポスターについているQRコードという二次元バー

コードをカメラで撮影すると、撮影した情報を使ってウェ

ブサイトにアクセスしたり、割引クーポンや予約チケット

として利用することもできます。

無線 IC チップが搭載されているケータイは、電車やバ

スの乗車券として利用したり、商品やサービスの代金を支

払う際の「電子マネー」として利用することができます。
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ケータイのマナー

小学校高学年になると、お使いや習い事、買い物などで

行動範囲が広がり、バスや電車に乗って出かける機会が次

第に増えていきます。電車やバスなどの交通機関、病院や

図書館などの公共機関では、マナーモードにしたり、電源

を切っておくのがマナーであることはみなさんもご存じで

すよね？

特に交通機関では優先席付近、飛行機の機内、公共施設

では病院内のケータイ使用は禁止されています。これは精

密機器がケータイの電波に影響されて事故を引き起こして

しまうことがあるためです。

そのほかにも、図書館や映画館など、みんなが集まる公共の場所では、ほかの人に迷惑をかけないこ

と、気配りをすることが必要です。

お子さんには、ただ禁止して命令するのではなく、「なぜ切らなくてはいけないのか」を伝えましょ

う。理由がわかれば、お子さんはどこで切るべきかを学ぶことができ、自然にマナーが身についていき

ます。また、マナーモードの設定や電源を切ることをうっかり忘れてしまうこともありますので、その

点についてもしっかり教えましょう。

デジタル万引きに注意！

ある男の子が学校帰りに、ちょっと本屋さんへ寄り道

しました。雑誌を見ていて面白いページをみつけたから、

ケータイのカメラでカシャッと撮影…。

これが今、社会問題になっている「デジタル万引き」で

す。子どもは盗むつもりで写真を撮ったのではなく、友だ

ちにも見せてあげようという無邪気な気持ちから行っただ

けかもしれません。実際に、ほとんどのデジタル万引きは、

悪いという意識がなく行われています。しかし、ページを

写真に撮るということは、そのページを切り取って持ち帰るのと同じことなのです。場合によっては店

の人に叱られるだけでは済まされず、万引きとして通報されることもあるのです。

お子さんには、売り物を勝手にカメラで撮ると、盗んだことになってしまうと教えましょう。

また、書物や絵画、イラスト、音楽などの作品には、著作権があります。たとえ購入したものでも、

写真に撮ったり録音したりしてインターネットで自分のブログや掲示板などに載せると、「著作権の侵

害」になって法律で罰せられてしまいます。人物写真も肖像権の侵害になるので、お子さんにはケータ

イのカメラで撮っても、気軽にメールで送ったり、ネットに載せたりしないようにすることを伝えま

しょう。
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ケータイは使い方を 1つ間違えると、お子さんをとても危険な目に遭わせてしまうことになります。

お子さんにケータイを持たせる場合は、次のことについてしっかり教えるようにしましょう。

●コンテンツ利用と使いすぎに注意しよう！
待ち受け画面や着信メロディ、ゲーム、占いなど、最初の一つだけは無

料であとは有料というものがあります。有料といっても一ヶ月 100円な

どの低額のため、「契約」とは気づかずにあちこち登録してそのままになっ

ているケースも多いようです。契約を解除するまで毎月料金がかかり続け

るので、保護者の皆さんは明細などを必ずチェックして利用の実態を把握

するようにしましょう。

●ケータイはなくさないようにしっかり管理しよう！
ケータイには、所有者情報やアドレス帳に他の人の名前や電話番号と

いった個人情報がたくさん記録されています。そんなケータイが悪用され

たら一大事です。ケータイに登録されている人に迷惑がかかるだけでな

く、ケータイ所有者自身も不正利用などのさまざまな被害を受けるかもし

れません。お子さんにはケータイは家の鍵やお財布と同じ貴重品であり、

なくしたり、他の人に勝手に使われないようにしっかり管理しなければい

けないことをしっかり教えましょう。

●知らない人からの電話やメールは無視しよう！
ケータイには、見知らぬ人から電話がかかってきたり、メールが送られ

てきたりすることがあります。このような電話やメールの中には詐欺まが

いの電話勧誘や迷惑メールなど、人々に恐怖や不快感を与えるものもあり

ます。お子さんに持たせるケータイには番号指定着信やドメイン指定受信

の設定を行い、子どもが安全にケータイを利用できるようにしてあげま

しょう。また、万が一に備えて、知らない人から電話やメールがあった

ら、無視したり、親に相談するように伝えましょう。

ケータイトラブルから子どもたちを守ろう！

家族で話し合いましょう！

ケータイはメールやゲーム、カメラといった子どもたちにとって魅力的な機能がたくさんついているため、

使わせ方によってはお子さんの成長に悪影響を及ぼすことも考えられます。もし、お子さんにケータイを持

たせる場合は、お子さんのためにも次のようなルールやマナーについて家族みんなで話し合いましょう！

◆話し合う内容の例

　・ケータイを使ってよい時間帯　　　　　　　・家族との連らくのとりかた

　・ケータイを使っていい場所、いけない場所　・ケータイを落としたときの対処方法

　・見知らぬ人から電話がかかってきたり、メールが送られてきたときの対処方法

　・1ヶ月に使ってよい通信費の上限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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